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○新制度における利用者負担＊（保育料）については，法律上，世帯の所得の状況その他の事情を勘案して

定める（応能負担）こととされています。（幼稚園保育料は保育所同様，世帯の所得に応じた負担に変更と

なります。） 

○利用者負担は，現行の幼稚園，保育所の保育料の水準を基に，国が定める水準を限度として，実施主体で

ある市町村が定めることとなります。 

○国が定める水準は以下の要素を基に設定されています。 

・教育標準時間認定（１号認定）を受ける子ども：現行の幼稚園就園奨励費を考慮（５区分） 

・保育認定（２・３号認定）を受ける子ども：現行の保育所運営費による保育料設定を考慮（８区分） 

○国が定める水準は，最終的に平成２７年度予算編成を経て決定されます。 

○新制度の利用者負担の所得階層の区分は，市町村民税所得割額を基に設定されています。 

○保育短時間における利用者負担は保育標準時間の１．７％減を基本に設定されています。 

○新制度の利用者負担よりも低い保育料を現在設定している幼稚園については，新制度への円滑な移行の観

点から，一定の要件の下で経過措置が可能とされています。 

＊ 利用者負担とは，教育・保育を受けた際に施設に支払ういわゆる保育料のことです。 

国が示す新制度の利用者負担の考え方 
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教育標準時間認定を受けた子どもの保育料月額のイメージ 
【１号認定子ども】 

【国の新制度基準】 【国の現行基準】 

 

保育料基準なし 
私立幼稚園は各園独自に保育料を設定 

 

 

＜参考＞私立幼稚園就園奨励費補助金  （年額） 

階層区分 国庫補助限度額 

① 生活保護世帯 ３０８，０００円 

② 市町村民税非課税世帯（市町村民

税所得割非課税世帯含む） 
１９９，２００円 

③ 市町村民税所得割課税額 

77,100円以下 
１１５，２００円 

④ 市町村民税所得割課税額 

211,200円以下 
６２，２００円 

⑤ 市町村民税所得割課税額 

211,201円以上 
０円 

 

内閣府子ども・子育て会議資料平成 26年 7月 31日「利用者負担について」（一部抜粋） 

利用者負担 
上限額 
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新制度における保育料を設定するに当たり，国が定める水準を踏まえ，次に掲げる考え方を基本とします。 

 

１． 世帯の所得に応じた負担（応能負担） 
１号認定の子どもの保育料は，新たな料金体系を設定することとされており，幼稚園と保育所のバラ

ンス及び国の示す基準を踏まえ応能負担とします。 

 

２． 市町村民税所得割額に基づく階層区分 
国が定める水準が，市町村民税所得割額に基づいた体系であることから本市でもこの方式によるもの

とします。 

 

３． 入園料は利用者負担に含める 
新制度では，毎月徴収する保育料の中で入園料を徴収していくという方向性が示されており，本市に

おいてもこの考え方に基づいて保育料の設定を行います。 

 

４． 公立私立にかかわらず，保育料は同額 
子育て世代間の負担の公平性を図る上からも，公立私立にかかわらず保育料は同額とします。 

 

５． 在園児に対する経過措置の検討 
  

本市の１号認定子どもの保育料の基本的な考え方（案） 
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公立幼稚園，新制度に移行する私立幼稚園及び認定こども園（教育）の保育料 

階層区分 
世帯の 
推定年収 

保育料（入園料込み） 

国基準 
（上限） 

芦屋市 

①  
生活保護世帯等 － ０円 ０円 

②  市町村民税非課税世帯＊ 

（市町村民税所得割非課税世帯含む） 
～２７０万円  ９，１００円 ２，０００円 

③  市町村民税所得割課税額 

77,100円以下 
～３６０万円 １６，１００円 ６，５００円 

④  市町村民税所得割課税額 

211,200円以下 
～６８０万円 ２０，５００円 １０，０００円 

⑤-1 市町村民税所得割課税額 

301,000円以下 
～９３０万円 ２５，７００円 １２，０００円 

⑤-2 市町村民税所得割課税額 

301,001円以上 
９３０万円～ ２５，７００円 １５，０００円 

＊ 第２階層で，母子世帯等，在宅障がい児（者）のいる世帯，その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認め

た世帯）は，①階層の金額を適用する。 

※ 上記保育料（案）は，現在検討中のもので決定したものではありません。 

本市の保育料月額（案） 
【１号認定子ども】 
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保育認定を受けた子ども（満３歳以上）の保育料月額のイメージ 
【２号認定子ども】 

【国の現行基準】 
【国の新制度基準】 

内閣府子ども・子育て会議資料平成 26年 7月 31日「利用者負担について」（一部抜粋） 
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 保育認定を受けた子ども（満３歳未満）の保育料月額のイメージ 
【３号認定子ども】 

号】 
【国の新制度基準】 【国の現行基準】 
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 新制度における保育料を設定するに当たり，国が定める水準を踏まえ，次に掲げる考え方を基本とします。 

 
１．市町村民税所得割額に基づく階層区分 

国が定める水準が，市町村民税所得割額に基づいた体系であることから本市でもこの方式によるものと

します。 

 

２．保育短時間の保育料 
  国において保育短時間の保育料は保育標準時間の保育料に対し，１．７％減を基本に設定していること

から，本市においても同様とします。 

 
３．施設・事業の種類を問わず同一の保育料体系 
  国が定める水準においては，施設・事業の種類を問わず同一の水準としていることから，本市において

も認可保育所・認定こども園（保育）・地域型保育事業の保育料は同一体系とします。 

 
  

本市の２号・３号認定保育料設定の基本的な考え方（案） 
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階層区分 世帯の推定年収 ３歳未満 ３歳以上 

Ａ 生活保護世帯 ― ０ ０ 

Ｂ 市町村民税非課税世帯＊ ～２６０万円 ５，５００ ５，０００ 

Ｃ 市民税所得割課税額 48,600円未満 ～３３０万円 ９，５００ ９，０００ 

Ｄ１ 市民税所得割課税額 67,500円未満 ～４００万円 １５，０００ １３，５００ 

Ｄ２ 市民税所得割課税額 97,000円未満 ～４７０万円 ２５，５００ ２２，０００ 

Ｄ３ 市民税所得割課税額 125,500円未満 ～５３５万円 ３５，５００ ２８，０００ 

Ｄ４ 市民税所得割課税額 169,000円未満 ～６４０万円 ４３，５００ ３０，０００ 

Ｄ５ 市民税所得割課税額 251,000円未満 ～８１０万円 ５４，５００ ３２，５００ 

Ｄ６ 市民税所得割課税額 301,000円未満 ～９３０万円 ６０，０００ ３４，０００ 

Ｄ７ 市民税所得割課税額 397,000円未満 ～１,１３０万円 ７１，０００ ３７，０００ 

Ｄ８ 市民税所得割課税額 397,000円以上 １,１３０万円～ ８９，０００ ４１，０００ 

＊ Ｂ階層で，母子世帯等，在宅障がい児（者）のいる世帯，その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた

世帯）は，Ａ階層の金額を適用する。 

※ 保育短時間における保育料は上記保育料（案）の１．７％減を基本とします。 

※ 上記保育料（案）は，現在検討中のもので決定したものではありません。 

本市の保育料月額（案） 
【２号・３号認定子ども】 


